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安全安心なクルーズ船の寄港促進やクルーズの商品造成等を支援します 

国土交通省では、安全安心なクルーズ船の受入れ環境づくりや新たな寄港地観光を促進するため、ク

ルーズを安心して楽しめる環境をつくるための事業の公募（第５回）を開始します。 

１．事業概要 ※詳細については添付資料をご覧下さい。 

新型コロナウイルス感染症の発生後、国際クルーズは運航休止の状況が続いていましたが、本年 11 月に

関係業界団体により国際クルーズ運航のためのガイドラインが策定されました。このガイドラインを踏まえ、本

年 12 月から本邦クルーズ船社による運航が再開されており、来年 3 月からは外国クルーズ船社による運航再

開を予定しています。我が国におけるクルーズの本格的な再開に向け、本事業により、安全安心なクルーズ船

の受入れ環境づくりや寄港促進に向けた取組を支援します。 

クルーズを安心して楽しめる環境をつくるための事業は、以下の事業から構成されています。（各事業の詳

細は別添参照） 

① クルーズの安全な運航再開を通じた地域活性化事業 

② クルーズを安心して楽しめる環境づくりを通じた地域活性化事業/クルーズの安全安心な再開促進事業 

③ クルーズの安全安心な受入れを通じた地域活性化事業 

 

２．公募対象者  

 地方公共団体（港務局含む）、クルーズ振興のための地域の協議会等、民間事業者※ 

※①クルーズの安全な運航再開を通じた地域活性化事業のみ、民間事業者が公募対象者となります。 

 

３．応募方法・提出先 

 募集要領を確認いただき、申請書に必要事項を記入し電子メールにより提出下さい（紙媒体の持参又は郵送

は不要です）。 

※募集要領等掲載 URL ： https://www.mlit.go.jp/report/press/port04_hh_000379.html 

 

４．応募受付期間 

 令和４年１２月２３日（金）～令和５年１月２０日（金）１７：００（必着） 

 

  



クルーズの安全な運航再開を通じた地域活性化を促進するため、地方自治体等が行う本格的なクルーズの
受入再開促進や訪日外国人観光客が楽しめる国内クルーズの仕組みづくり支援、新たなクルーズ船受入に
向けた安全対策に要する経費の一部を補助する。

①クルーズの安全な運航再開を通じた地域活性化事業

相互理解促進

地元産品等

納入

ショップでの販売

セミナー FAMツアー

航行安全検討委員会航行安全調査

●港や周遊先におけるクルーズ船寄港に対する理解促進

（例：FAMツアーの実施、セミナーの開催 等）

●感染症対策を踏まえたクルーズ船寄港に係る新たなニーズへの実証的対応

（例：検査やチェックイン、CIQ等の手続・ターミナルまでの手荷物等の輸送支援、
前後泊パッケージ商品の造成、クルーズ船受入訓練、必要機器のレンタル 等）

●地域の魅力を活かしたクルーズ寄港促進

・船内等での寄港地観光の消費喚起スキーム構築 （例：地元食材の活用 等）

・多様な寄港地観光パッケージの創出 （例：離島等を含む広域的なツアー 等）

・デジタル技術を活用した外国人クルーズ旅行客のニーズ分析及びクルーズ旅客

の属性に合わせたツアーメニューの造成 （例：AI等を活用したニーズ分析 等）

①本格的なクルーズの受入再開促進

●訪日外国人観光客に日本籍船の国内クルーズに乗船してもらうための海外での

プロモーション活動

（例：外国人向け販売網の調査、プロモーション、モニタリングツアーの実施 等）

●乗船後も快適にクルーズを楽しめる船内コンテンツの充実

（例：訪日外国人観光客が楽しめる船内コンテンツの充実（食事、イベント、多言
語対応等）に向けたニーズ調査、商品開発、実証実験 等）

②訪日外国人観光客が楽しめる国内クルーズの仕組み作り支援

●各港湾において寄港するクルーズ船の更なる大型化に対応するため、
船舶航行の安全性の検証及び現地における安全性の確認を支援

（例：船舶航行安全委員会の開催、安全性の現地確認）

③新たなクルーズ船受入に向けた安全対策

受入訓練 ホテル等での検査

海外プロモーション

船内コンテンツの充実

レストランでの提供

港

寄港地

補助対象者
・港湾管理者 ・地方公共団体 ・民間事業者
・クルーズ振興のための地域の協議会等

補助率 ・１／２以内

感染症対策を踏まえた対応

デジタル技術を活用した
ニーズ分析

ツアー造成



①安全安心なクルーズ船の寄港促進

クルーズを安心して楽しめる環境づくりを通じた地域活性化を促進するため、地方公共団体等が行う安全安
心なクルーズ船の寄港促進や新たな要素を取り入れたクルーズの商品造成・実証実験、クルーズ船の安全な
寄港再開支援に要する経費の一部を補助する。

○クルーズ船受入の相互理解促進

→港や周遊先におけるクルーズ船寄港に対する理解促進
○感染症対策を踏まえたクルーズ船寄港に係る新たなニーズへの実証的対応

（例：感染症対策を踏まえたターミナル外の施設（ホテル等）での検査やチェック

イン、CIQ等の手続・ターミナルまでの手荷物等の輸送支援の企画、実施、結果
の整理・分析等の支援、前後泊パッケージ商品の造成、クルーズ船受入訓練、

必要機器のレンタル）

○安全対策を踏まえたクルーズ船の更なる寄港促進

→商談会等のイベントを通じた積極的なクルーズ船寄港促進
→寄港地における積極的な消費環境創出

事業内容

事業対象者

○地方公共団体（港務局含む）
○クルーズ振興のための地域の協議会等

②クルーズを安心して楽しめる環境づくりを通じた地域活性化事業/
クルーズの安全安心な再開促進事業

③クルーズ船の安全な受入検討支援
○寄港実績の無いクルーズ船の寄港の際、航行安全の検証等を行う

港湾管理者への支援

②新たな要素を取り入れたクルーズの商品造成等
○感染症対策を万全にした安全安心なクルーズに加え、外国人の需要が見込

める世界自然遺産等のネイチャー要素を寄港地に取り入れたクルーズの商品

造成に向けた調査、商品開発、実証実験等を支援

→日本籍船乗客の多国籍化に向けた各国の旅行者のニーズ、船内のニーズ、
外国人向けの販売網の調査

→インバウンド需要の見込める注目度の高いコンテンツの開発、モデルコース
の造成、外国人を含めたモニタリングツアーの実施

周遊先

感染症対策

寄港地観光の消費喚起
商談会等のイベントを通じた
積極的なクルーズ船寄港促進

新たな要素を取り入れた
クルーズの商品造成・実証実験

相互理解促進

ツアーメニューの造成

感染症対策

感染症対策を踏まえたクルーズ船
寄港に係る実証的対応クルーズ船の安全な

受入検討支援

港

補助率
１／２以内

航行安全調査の実施

③クルーズ船の安全な受入検討支援
②新たな要素を取り入れたクルーズの
商品造成等

セミナーやFAMツアー開催等による
クルーズ船受入の相互理解促進

クルーズ乗船前手続や訓練等
新たなニーズへの実証的対応

商談会等による
クルーズ船誘致

①安全安心なクルーズ船の寄港促進



○事業対象者：地方公共団体（港務局含む）、クルーズ振興のための地域の協議会等

○補助率：１／２以内

○新型コロナウイルス感染症の拡大により減少したクルーズ船の寄港を回復させるとともに、
地域経済の活性化に繋げる。

○成長戦略フォローアップ（令和２年７月１７日閣議決定）において、「クルーズ船と受入港の安
全安心確保に係るガイドラインを2020年度を目途に策定する等、再び安心してクルーズを楽
しめる環境整備を図る。」としたところ。

○国土交通省では９月１８日に「クルーズの安全・安心の確保に係る検討・中間とりまとめ」を
公表。同日、関係業界団体が国内クルーズに係るガイドラインを公表。

○クルーズ船受入による地域経済への波及効果を再確認し、受入側と旅客側がともに安心し
て楽しめる環境の整備を図るプログラム・事業の支援を行う。

〇 新型コロナウイルス感染症の発生後、クルーズ船寄港のキャンセルが相次ぎ、厳しい状況が続いている。
○ 受入側は寄港を通じて地域経済を活性化させたいが、寄港地観光により地域に感染症が持ち込まれるのではないかと不安。
○ 船社側もクルーズ船を寄港させたいと考える一方で、寄港地観光により船内に感染症が持ち込まれるのではないかと不安。
○ 安心してクルーズが楽しめるように、受入再開の準備段階から受入側と船社側等が相互理解を深める必要がある。

事業内容

課題等

事業スキーム

効果

対応方針

④ クルーズ船の安全な寄港再開支援

船内プロモーション・
消費喚起

① クルーズ船受入の相互理解促進

③新たなクルーズ様式に沿ったフライ＆
クルーズの商品造成

②船内等で行う寄港地観光の消費喚起

港や周遊先におけるクルーズ船寄港に対する理解促進

→クルーズ船寄港により地域活性化とクルーズ旅客と
受入側が互いに安心できるよう、感染症対策等につい

て、船社・地元の相互理解を促進する（クルーズ船内覧

会、セミナー、FAMツアー）

寄港地における積極的な消費環境創出
→感染症対策を行った地域（観光地）と連携したツアーメ
ニューの造成を支援

→クルーズ利用者と受入側の安全・安心を確保し滞在促
進による消費拡大に資するクルーズの商品造成に向け
た実証実験事業を支援（キャシュレス対応、ワーケーショ
ンに必要な環境整備、感染症対策のためのアプリの活
用の調査等）

地元産品の船内プロモーションを通じた好循環

→①船内でのﾚｽﾄﾗﾝやｲﾍﾞﾝﾄでの地元産品提供・ｽﾄｰﾘｰ発信
②寄港地での地域観光資源活用、地域産品消費

③帰国後で感動をもう一度、再度ｸﾙｰｽﾞで日本へ！

⇒地元産品の消費拡大、寄港地の観光資源活用へ貢献

寄港実績の無いｸﾙｰｽﾞ船の寄港の際、航行安全の検証等
を行う港湾管理者への支援

クルーズ船寄港理解促進

港（ターミナル）

周遊先受入側と旅客側がともに安心できる環境
の整備を図り地域活性化に寄与させる
受入側と旅客側がともに安心できる環境
の整備を図り地域活性化に寄与させる

新たなクルーズ様式による
フライ＆クルーズ

クルーズ船内覧会

セミナー

FAMツアー

周遊先でのクルーズ船
寄港理解促進

③クルーズの安全安心な受入れを通じた地域活性化事業


